
なお残る自己負担を合算して給付 

　医療と介護の両方に自己負担があり、平 
成20年４月１日～平成21年７月31日に支払 
った「医療保険」と「介護保険」の自己負 
担額を合計し、基準額を超えた分について 
は、申請により、「高額介護合算療養費」 
として、さらに払い戻されます。 

医療と介護の各制度からそれぞれ給付 

　１か月（同じ月内）の自己負担額が高額に 
なったとき、自己負担額を超えた分につい 
ては、申請により、 
●医療費は「高額療養費」 
●介護（予防）サービス費は 
　「高額介護（予防）サービス費 
　として、払い戻されます。 

〜
医
療
と
介
護
の
負
担
が
高
額
と
な
っ
た
世
帯
の
方
へ
〜 

の
お
知
ら
せ 

 
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度 
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度 
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度 

★
従
来
の
制
度（
今
後
も
継
続
） 

★
従
来
の
制
度（
今
後
も
継
続
） 

★
新
た
な
制
度 

★
新
た
な
制
度 

区　分 

上位所得者 

一　般 

低所得者Ⅱ 

低所得者Ⅰ 

７０歳未満 

１６８万円 

８９万円 

４５万円 

４５万円 

７０～７４歳 

８９万円 

７５万円 

４１万円 

２５万円 

７５歳以上 

８９万円 

７５万円 

４１万円 

２５万円 

お
む
つ
代
が 

医
療
費
控
除
さ
れ
ま
す 

　
６
か
月
以
上
寝
た
き
り
の
状
態

で
、
常
時
紙
お
む
つ
の
使
用
が
必
要

と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
お
む
つ

に
か
か
る
費
用
を
医
療
費
控
除
に
含

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

必
要
な
書
類 

　
医
療
機
関
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
と
「
お
む
つ
代
の
領

収
書
」
が
、
確
定
申
告
時
に
必
要
に

な
り
ま
す
。 

　
な
お
、
前
年
度
に
引
き
続
き
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る

方
は
、
要
介
護
認
定
主
治
医
意
見
書

に
よ
り
尿
失
禁
が
確
認
で
き
る
場
合

は
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
わ

り
、
町
介
護
保
険
担
当
で
交
付
す
る

「
内
容
確
認
証
明
書
」
で
代
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

寝
た
き
り
高
齢
者
等
に 

障
害
者
控
除 

　
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
65

歳
以
上
の
方
で
、
寝
た
き
り
や
認
知

症
に
よ
り
障
害
者
等
に
準
ず
る
と
認

め
ら
れ
た
方
は
、
障
害
者
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
該
当
す
る

方
に
は
、
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
証
」
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
確
定

申
告
の
際
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

対
象
と
な
る
方 

　
要
介
護
２
以
上
で
、
町
が
要
介
護

認
定
主
治
医
意
見
書
に
よ
り
、
知
的

障
害
者
及
び
身
体
障
害
者
に
準
ず
る

と
認
め
た
方
。
（
状
態
確
認
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。） 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　 

　
保
険
福
祉
課
　
☎
内
線
３
１
６ 

確
定
申
告
で
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す 
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医
療
と
介
護
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
世
帯
に
対
し
、
基
準
額
を
超
え
た
額
を
給
付
す
る
制
度
で
す
。 

　
平
成
20
年
４
月
〜
平
成
21
年
７
月
分
の
診
療
分
及
び
介
護
給
付
分
が
対
象
と
な
り
ま
す
。 

　 

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
方
へ 

　
給
付
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
平

成
22
年
１
月
中
に
ご
案
内
ハ
ガ
キ
を

お
送
り
し
て
い
ま
す
。 

 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
方
へ 

　
給
付
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
準

備
が
整
い
次
第
、
申
請
書
等
を
お
送

り
し
ま
す
。 

 

申
請
先
等 

　
申
請
書
が
届
い
た
場
合
、
平
成
21

年
７
月
31
日
に
加
入
し
て
い
た
医
療

保
険
の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。 

 

ご
案
内
が
郵
送
で
き
な
い
方 

　
平
成
20
年
４
月
１
日
〜
平
成
21
年

７
月
31
日
ま
で
に
次
に
該
当
す
る
場

合
、
ご
案
内
を
郵
送
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
ご
自
身
が
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
場
合
に
は
平
成
21
年
７
月

31
日
に
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
の

窓
口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

１
　
保
険
の
変
更
が
あ
っ
た
方 

・
市
町
村
間
で
転
居
し
た
方 

・
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方 

２
　
住
所
地
特
例
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
保
険
福
祉
課 

　
☎
内
線
２
４
７
・
２
７
４
・
２
７
５ 

基準額 

※H20.4.1～H21.7.31まで 


